令和８年度募集要領
介助職員の募集

青森県立青森第一高等養護学校


１　募集期間
　　随時受付（応募の状況によって予告なく募集を終了します。）

２　職務内容及び勤務条件
（１）職務内容
　　①　登下校時等における生徒の介助
　　②　生徒の教室間等の移動の介助
　　③　生徒の衣服、補装具等の着脱の介助
　　④　生徒の用便等、日常行動に対する介助
　　⑤　校外学習等（修学旅行を除く）における生徒の引率補助
　　⑥　その他校長が必要と認める業務
（２）勤務条件
　　①　職       名　　介助職員
　　②　任 用 期 間　　令和８年４月１日から令和８年７月２７日まで（更新する場合有り）
　　　　　　　　　　 令和８年８月２６日から令和８年１２月２３日まで（更新する場合有り）
　　　　　　　　　　 令和９年１月１３日から令和９年３月３１日まで（更新する場合有り）
　　③　報酬・手当　　月額　１６６，２１０円
　　　　　　　　　　　 月の中途での採用又は退職の場合は、日割りで支給されます。
　　　　　　　　　　　 支給要件に応じて通勤手当等が支給されます。退職手当は支給されません。
　　④　条件付採用　　 １ヶ月の条件付き採用があり、この期間を良好に勤務した場合に正式採用となります。
　　⑤　勤務時間等 　　１週間あたり２９時間とし、１日につき７時間４５分を超えない範囲内において勤務を割り振りします。ただし、任用の開始又は終了が週の中途となる場合はこの限りではありません。
　１日の勤務時間が６時間を超える場合は、少なくとも４５分の休憩時間があります。
　　⑥　休　　　暇　　　年次有給休暇等は、任用期間に応じて付与されます。
　　⑦　福利厚生等　　　災害補償については、労働災害補償保険法が適用されます。
社会保険等については、任用期間等によって地方公務員共済組合制度、厚生年金保険法及び雇用保険法が適用となる場合があります。
　　⑧　その他　　  原則として正職員と同じく地方公務員法が適用されますが、営利企業への従事等の制限の規定は適用されません。
３　採用予定人員等
（１）採用予定人員　　１名
（２）勤務場所　青森県立青森第一高等養護学校（青森市大字西田沢字浜田３６８）

４　応募資格等
（１）介助職員の職務に耐えられる者
（２）次のいずれにも該当しない者であること。
　　①　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
　　②　青森県の職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者
　　③　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
　
５　選考方法
　　随時書類選考後、面接を実施し決定します。
面接選考合格者に対しては、採用に当たっての健康診断書を提出していただきます。
　　※　健康診断の結果、勤務に支障を生じると認められる場合は採用されないこともあります。

６　応募手続き
（１）応募書類
　　・履歴書
　　　※　選考後の応募書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承願います。
（２）申し込み方法
　　　直接持参する場合は、上記の提出書類を下記の申込先に提出してください。
　　　郵送する場合は、封筒の表に「介助職員応募書類在中」と朱書きで記入し、履歴書を下記の申込先へ送付してください。
（３）申込先
　　　青森県立青森第一高等養護学校事務室「介助職員」募集担当
　　　〒038-0057　青森市大字西田沢字浜田３６８　　電話０１７－７８８－０５７１
（４）受付期間
随時受け付けしますが、土曜日、日曜日、祝日は受け付けしません。
受付時間は、午前８時１５分から午後４時４５分までです。

７　結果発表
選考結果は別途、通知します。

８　電話照会先
青森県立青森第一高等養護学校事務室「介助職員」募集担当
電話０１７－７８８－０５７１
